
○加須市子どものショートステイ事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第２４号 

改正 平成２８年１０月２８日告示第３６９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童の保護者が疾病等の理由により、家庭において当該

児童を養育することが一時的に困難となった場合に、一時的に児童福祉施設

に入所させ、養育することにより、家庭の福祉の向上を図ることを目的とす

る。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、保護者が次の各号のいずれ

かに該当する理由により、当該保護者の児童を養育することが一時的に困難

であると市長が認めた児童とする。 

（１） 疾病 

（２） 育児疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の理由 

（３） 出産、看護、事故、災害、失そうその他の家庭養育上の理由 

（４） 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的

理由 

（実施施設） 

第３条 この事業における実施施設は、市と委託契約を締結した児童福祉施設

（以下「施設」という。）とする。 

（入所の期間） 

第４条 入所の期間は、７日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由が

あると認めた場合は、７日の範囲で延長することができる。 

（利用の申請） 

第５条 入所を希望する対象者の保護者（以下「申請者」という。）は、子ど

ものショートステイ事業利用（新規・延長）申請書（様式第１号。以下「申

請書」という。）を市長に提出しなければならない。 
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（決定及び通知等） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに第２

条に規定する対象者の要件、申請者の属する世帯の区分（別表第１に規定す

る利用者の属する世帯の区分に相当するものをいう。）その他市長が必要と

認める事項を審査し、その結果を子どものショートステイ事業利用（新規・

延長）決定・却下通知書（様式第２号。以下「通知書」という。）により申

請者に通知するものとする。 

（平成２８告示３６９・一部改正） 

２ 市長は、前項の通知書に係る利用者負担額を変更したときは、子どものシ

ョートステイ事業利用者負担額変更通知書（様式第３号）により申請者に通

知するものとする。 

（利用の方法） 

第７条 前条の規定により施設の利用決定を受けた申請者（以下「利用者」と

いう。）は、通知書及び子どものショートステイ事業健康カード（様式第４

号）を施設の長に提出しなければならない。 

（利用期間の延長） 

第８条 第５条及び第６条の規定は、当初の入所の期間の延長について準用す

る。 

（利用者負担額） 

第９条 利用者が負担する額は、利用者の属する世帯の区分に応じて別表第１

に定める額とする。 

２ 前項に規定する負担額は、施設に直接納入しなければならない。 

（請求） 

第１０条 施設の長は、利用者の属する世帯の区分に応じて別表第２に定める

費用を子どものショートステイ事業請求書（様式第５号）により市長に請求

しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市子どものショートステ

イ事業実施要綱（平成１０年加須市告示第８４号）、騎西町子どものショー

トステイ事業実施要綱（平成１８年騎西町告示第１３号）又は大利根町子ど

ものショートステイ事業実施要綱（平成９年大利根町告示第８９号）の規定

によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

附 則（平成２８年告示第３６９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表第１（第９条関係） 

利用者の属する世帯の区分 対象者 利用者負担額（１日当たり） 

生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）による被保護世帯 

２歳未満児 ０円 

２歳以上児 ０円 

市民税非課税世帯（父子家庭、母子

家庭及び養育者家庭を含む。） 

２歳未満児 １，１００円 

２歳以上児 １，０００円 

その他の世帯 ２歳未満児 ５，３５０円 

２歳以上児 ２，７５０円 

別表第２（第１０条関係） 

利用者の属する世帯の区分 対象者 費用（１日当たり） 

生活保護法による被保護世帯 ２歳未満児 １０，７００円 

２歳以上児 ５，５００円 

市民税非課税世帯（父子家庭、母子

家庭及び養育者家庭を含む。） 

２歳未満児 ９，６００円 

２歳以上児 ４，５００円 

その他の世帯 ２歳未満児 ５，３５０円 
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２歳以上児 ２，７５０円 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

 

12 


